
◆１月１５日（金）午後 大阪府警によるプレス発表がありました。 

 
現段階で発表された内容は 
① 治療した当事者は柔道整復師であり、鍼灸師の免許は未取得で無資格者だった事。 
② 鍼治療と死亡の因果関係は、いまだ判明していない事。 


